
裁 決 書

東裁（諸）令 6第 13号

令和 6年 7月 9 日

国税不服審判所長 消野

・墨胴国
正祐碍瓢恒
巨罪i吊

審査請求人

住所

氏名・■■■■,
原処分庁

原処分 令和 5 年 6 月 30 日付でされた■■■■■■|~相続開始に係る相続税
の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分

上記審査請求について、次のとおり裁決する。

主文

審査請求のうち、令和 4年6月29日の修正申告の納付すべき税

を下回る部分の取消しを求める部分を却下し、その他の部分は棄却する。

額＿

理由

1 事実

(1)事案の概要

本件は、審査請求人（以下「請求人」という。）が、相続により取得した株式の

価額を相続税の課税価格に算入するとともに、相続開始前 3年以内に被相続人から

贈与があったとして請求人が保有する株式の価額の増加した部分に相当する金額を
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審査請求人 __  

相続税の課税価格に加算して申告したところ、原処分庁が、当該各株式はいずれも

財産評価基本通達189《特定の評価会社の株式》の(1)の「比準要素数 1．の会社の株

式」に該当するなどとして相続税の更正処分等をしたのに対し、請求人が、当該各

株式はいずれも「比準要素数 1の会社の株式」に該当しないとして、原処分の全部

の取消しを求めた事案である。

(2)関係法令等

関係法令等の要旨は、別紙のとおりである。

なお、別紙で定義した略語等については、以下、本文及び別表においても使用す

る。

(3)基礎事実

当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

イ 相続について

（イ）一（以下「本件被相続人」という。）は、 （以下

「本件相続開始日」という。）に死亡し、その相続（以下「本件相続」とい

う。）が開始した。

本件相続に係る相続人は、本件被相続人の子である請求人 1名である。

(n)請求人は、本件相続により、 （以下

「本件評価会社」という。）の株式（以下「本件株式」という。） 910株を取得

した。

ロ 本件評価会社について

（イ）本件評価会社は、昭和63年 9月9日に設立された株式会社であり、法入税法

第 2条第10号に規定ずる同族会社である。

(u)本件評価会社に係る平成27年 3月 1日から平成28年 2月29日までの事業年度、

同年 3月 1日から平成29年 2月28日まで＇の事業年度及び同年 3月1日から平成

30年 2月28日までの事業年度の各期末における、・資本金等の額はいずれも

550, ooo, o・oo円、発行済株式数はいずれも1,000株であった。

また、上記各事業年度におけ・る本件評価会社の主たる事業活動は、不動産の

貸付であった。

ハ 請求人に係る贈与等について

（イ）本件被相続人は、平成30年11月23日、本件評価会社が有する本件被相続人に
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審査請求人 __  

対しての借入金債務80,000,000円を免除した（以下、当該免除を「本件債務免

除」という。）。

なお、請求人は、本件債務免除の時において、本件株式90株を保有していた。

(ll)請求人は、令和元年11月27日、-I．■■|~本件債務免除により請

求人が保有する本件株式90株の価額が増加した部分（以下「本件経済的利益J

という。）に相当する金 が申告漏れであったなどとして、平成30

年分の贈与税の修正申告をした。

(,ヽ ）請求人は、令和4年 8月18日、一へ転居

したため、請求人の贈与税の所轄税務署長は

（二）請求人は、···~令和5 年 4 月 26

日、本件株式以外の株式の価額等に誤りがあったとして、平成30年分の贈与税

の修正申告をした。

なお、上記修正申告における本件経済的利益に相当する金額は、上記(n)の金

額と同額である。

（ホ） ＿は、令和5年5月26日付で、請求人に対し、本件評価会社は比

準要素数 1の会社に該当し、本件経済的利益に相当する金額は__であ

るとして、平成30年分の贈与税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分

をした。

(4)審査請求に至る経緯

イ 請求人は、本件相続に係る相続税（以下「本件相続税」という。）について、

別表 1の「申告J襴のとおり記載した申告書を法定申告期限までに原処分庁へ提

出して、申告した。

なお、請求人は、上記申告において、本件株式の価額について、本件評価会社

は、比準要素数 1の会社に該当しないとして、評価通達179の(3)のただし害に基

づき併用方式を選択して評価している。

また、請求人は、上記（3）のハの（ ll）の本件経済的利益に相当する金額■■■■•

■について、相続税法第19条の規定により本件相続税の課税価格に加算している。
ロ 請求人は、令和 3年12月22日、原処分庁所属の調査担当職員の調査を受け、本

件相続税について、末収金の計上漏れがあったとして、別表 1の「一次修正申告」

欄のとおり記載した修正申告菩を原処分庁に提出して、修正申告した。
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審査請求人 __  

なお、上記修正申告における、本件株式の価額及び本件相続税の課税価格に加

算する本件経済的利益に相当する金額は、上記イの申告における価額及び金額と

同額である。

ハ 原処分庁は、令和4年 1月31日付で、請求人に対し、上記口の修正申告により

納付すべき税額を基礎として、別表 1の「一次賦課決定処分」欄のとおりとする

過少申告加算税の賦課決定処分をした。

ニ・請求人は、．上記口の調査を受けたことにより、上記口の修正申告に次いで、令

和4年 6月29日、本件相続税について、別表 1の・「二次修正申告」欄のとおり記

戟した修正申告書を原処分庁に提出して、修正申告した。

なお、上記修正申告における本件株式の価額及び本件相続税の課税価格に加算

する本件経済的利益に相当する金額の計算方法等は、次のとおりである。

（イ）本件株式の価額について

請求人は、本件株式の価額について、本件評価会社は、本件相続開始日にお

いて、比準要素数 1の会社に該当せず、評価通達178に定める小会社に該当する

とした上で、評価通達179の(3)のただし害に基づき、 Lの割合を0.50とする併

用方式を選択し、本件株式の 1株当たりの価額を、別表 1の付表 1の・「二次修

正申告」の「⑤ 1 株当たりの価額」欄のとお •り計算した。

(n)本件経済的利益に相当する金額について

請求人は、本件相続税の課税価格に加算する本件経済的利益に相当する金額

について、本件評価会社は、 9 本件債務免除の前後において、いずれも比準要素

数 1の会社に該当せず、評価通達178に定める小会社に該当するとして、 Lの割

合を0.50とする併用方式を選択し、本件債務免除の前後における本件株式の 1.

株当たりの各価額を、それぞれ別表 1の付表 2の「二次修正申告」の「⑤ 1株

当たりの価額J瀾及び「⑧ 1株当たりの価額」欄のとおり計算した上で、同表

の「二次修正申告」の「⑨本件経済的利益に相当する金額」欄のとおり計算し

た。

｀ なお、上記金額は、上記イの申告における金額と同額である。

ホ 原処分庁は、令和4年 7月29日付で、請求人に対し、上記二の修正申告により

納付すべき税額を基礎として、別表 1の「二次賦課決定処分」欄のとおりとする 、

過少申告加算税の賦課決定処分をした。
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ヘ 原処分庁は、令和 5年6月30日付で、諸求人に対し、上記口の調査に基づき、

別表 1の．「更正処分等」欄のとおり、本件相続税の更正処分（以下「本件更正処

分」という。）及び過少申告加算税の賦課決定処分（以下「本件賦課決定処分」

という。）をした。

なお、本件更正処分における本件株式の価額及び本件相続税の課税価格に加算

する本件経済的利益に相当する金額の計算方法等は、次のとおりである。

（イ）本件株式の価額について

原処分庁は、本件株式の価額について、別表2の「更正処分」欄のとおり、

本件評価会社は；本件相続開始日において比準要素数 1の会社に該当するとし

た上で、評価通達189-2のただし書により、 Lの割合を0.25として併用方式を

適用し、本件株式の 1株当たりの価額を、別表 1の付表 1の「更正処分等」の

r⑤ 1株当たりの価額」欄のとおり計算した。

また、比準要素数 1の会社の判定における判定要素の直前期末及び直前々期

末を基準にした金額は、別表2の付表のとおり、 「1株 (50円）当たりの年配

当金額」はいずれも「 0円0銭」 （別表 2の付表の＠及び＠の各欄）、 「1株

(50円）当たりの年利益金額」はいずれも「0円」 （別表 2の付表の◎及び＠

の各欄）、 「1株 (50円）当たりの純資産価額」はいずれも 渭■I （別表 2
の付表のR及び＠の各欄）である。

なお、 「1株（50円）当たりの年利益金額」を、直前期末を基として小数点

以下第 2 位まで算出した場合、 ■■· (·■-+11,000=f~（別表 2 の付表

の「 1株（50円）当たりの年利益金額」の「比準要素数 1の会社・比準要素数

0の会社の判定要素の金額」欄の計箕式のうち「R／⑥」による金額））となる。

(n)本件経済的利益に相当する金額について

原処分庁は、本件相続税の課税価格に加算する本件経済的利益に相当する金

額について、上記（3）のハの（ホ）の贈与税の更正処分の金額と同額としている。

上記贈与税の更正処分においては、本件経済的利益に相当する金額について、 ．

別表3-1及び別表 3-2の各「更正処分」―欄のとおり、本件評価会社は、本

件債務免除の前後において比準要素数1の会社に該当するとして、評価通達189

-2のただし書により Lの割合を0.25として併用方式を適用し、本件債務免除

の前後における本件株式の 1株当たりの各価額を、それぞれ別表 1の付表2の
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「更正処分等」の「⑤ 1株当たりの価額」欄及び「⑧ 1株当たりの価額」襴の

とおり計算した上で、同表の「更正処分等」の「⑨本件経済的利益に相当する

金額」欄のとおり計算した。．

また、比準要素数 1の会社の判定における判定要素の直前期末及び直前々期

末を基準にした金額は、別表 3-1の付表及び別表 3-2の付表のとおり、．

「1株 (50円）当たりの年配当金額」は、、本件債務免除の前後においていずれ

も「0円0銭」 （別表 3-1の付表及び別表．3-2の付表の＠及び＠の各欄）、

「1株 (50円）当たりの年利益金額」は、本件債務免除の前後においていずれ

も「 0円」 （別表 3-1の付表及び別表 3-2の付表の＠及び＠の各欄）、

「1株 (50円）当たりの純資産価額」は、本件債務免除の前がいずれも ,.,」

（別表 3-1 の付表の®及び⑲の各欄）、本件債務免除の後が「＇~ 及び

「■■」 （別表3-2の付表のR及び＠の各欄）である。＇
なお、 「1株 (50円）当たりの年利益金額」を、直前期末を基として小数点

以下第 2 位まで算出した場合、本件債務免除の前後のいずれも'~ (■■■• 

■+11, 000千株（別表 3-1の付表及び別表3-2の付表の各「 1株 (50円）
当たりの年利益金額」の「比準要素数 1の会社・比準要素数0の会社の判定要

素の金額」欄の計算式のうち「R／⑤」による金額））となる。

卜 請求人は、令和5年 8月22日、本件更正処分に不服があるとして審査請求をし

た。また、請求人は、令和 5年 8月24日、本件賦課決定処分についても不服があ

るとして審査請求をした。

そこで、これらの審査請求について併合審理をする。

2 本審査請求のうち修正申告の額を下回る部分の取消しを求める審査請求について

請求人は、本審査請求において、本件相続税の納付すべき税額は、別表 1の「審査請

求」の「納付すべき税額」欄のとおりであるとして、同表の「二次修正申告」の「納付

すべき税額J欄の___を下回る部分まで取消しを求めているが、当該下回る

部分は、請求人がした上記修正申告によって確定した部分であるから、更正の請求とい

う法の定める特別の手続を経ることなしには、その取消しを求めることはできず、当該

下回る部分の取消しを求める審査請求は不適法である。

3 争点

(1)本件株式の 1株当たりの価額はいくらか（具体的には、本件株式は、本件相続開始
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日において、比準要素数1の会社の株式に該当するか否か。）。

(2)本件相続税の課税価格に加算する本件経済的利益に相当する金額はいくらか（具体

的には、本件株式は、本件債務免除の前後において、いずれも比準要素数 1の会社

の株式に該当するか否ヵ~。）。

4 争点についての主張

(1)争点 1 （本件株式の1株当たりの価額はいくらか。具体的には、本件株式は、本件

相続開始日において、比準要素数1の会社の株式に該当するか否か。）について

原処分庁 請求人

次のとおり、本件株式は、本件相続開 次のとおり、本件株式は、本件相続開

始日において、比準要素数 1の会社の株 始日において、比準要素数 1の会社の株

式に該当するから、本件株式の 1株当た 式に該当しないから、本件株式の 1株当

りの価額は、 Lの割合を0.25として併用 たりの価額は、 Lの割合を0.50として併

方式により計算すると・・・・ とな 1用方式により計算すると■■■■・とな
る。 る。

イ 比準要素数 1の会社の株式に該当すイ 比準要素数 1の会社の株式の価額

るかは、評価会社の評価通達183の は、評価通達189の(1)により評価する

(1)、(2)及び(3)に定める「 1株当た こととなるが、比準要素数 1の会社の

りの配当金額」、 「1株当たりの利益 株式に該当するか否かについては、評

金額」及び「 1株当たりの純資産価額 価通達183の(1)、(2)及び(3)に定める

（帳簿価額によって計算した金額）」

のそれぞれの金額のうち、いずれか2

が0であり、かつ、直前々期末を基準

にして同項の定めに準じそれぞれの金

額を計算した場合に、それぞれの金額

のうち、いずれか2以上が 0であるか

否かにより判定することとなる。

そして、第4表記載方法等の 1のな

お害は、評価明細書第4表の各欄の金

額について、当該各欄の表示単位未満
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「1株当たりの配当金額」、 「1株当

たりの利益金額」及び「 1株当たりの

純資産価額（帳簿価額によって計算し

た金額） Jのそれぞれの金額のうち、

「いずれか2が0」であり、かつ、直

前々期末を基準にして同項の定めに準

じそれぞれの金額を計算した場合に、

それぞれの金額のうち「いずれか2以

上が 0」か否かで判定することとな

る。



審査請求人 •■■■• 

原処分庁 請求人

の端数を切り捨てて記載する旨定めて そして、記載方法等通達には、評価

いる。 明細書第4表の各欄の金額について、．

表示単位未満の端数を切り捨てて記栽

する旨記載しているが、記載方法等通ヽ

達は、取引相場のない株式の価額を算

定する際の評価明細書の様式及びその

記載方法等について定めたものである

から、記載方法等通達で評価額を算定

する際に各欄の金額を端数切捨てにし

ているからといって、比準要素数 1の

会社の株式か否かを判定する際にも端

数を切り捨てて判定することにはなら

ないし、また、評価通達183及び189の

(1)には、少額な場合には「 O」とみ

なすような記載がないことからすれ

ば、評価通達189の(1)に定める「いず

れか2が0」及び「いずれか2以上が

0」の「 0」は、文言どおりいずれも

零円と解すべきである。

ロ これを本件についてみると、本件評I口 これを本件についてみると、本件評
価会社の本件相続開始日における評価 価会社の本件相続開始日における評価

通達183の(2)の「 1株当たりの利益金

額」を計算すると I■■■l」であると
ころ、記載方法等通逹の定めにより評

価明細書第4表の各欄の金額は表示単

位未満の端数を切り捨てることとな

り、評価明細書第 4表の「 1株 (50

円）当たりの年利益金額」の表示単位
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通達183の(2)の「 1株当たりの利益金

額」|ま ,•• ,」であり、｀少額であっ

たとしても利益金額が存在するから

「O」ではない。

そうすると、本件評価会社に係る

「1株当たりの配当金額」は「 O

円」、 「1株当たりの利益金額」は



原処分．庁

は「円」であることから、その端数を

切り捨てると「0円」となる。

そうすると、本件評価会社に係る直

前期末及び直前々期末を基とした判定

要素は、 「1株当たりの配当金額」及

び「 1株当たりの利益金額」はいずれ

も「0円」であり、 「1株当たりの純

資産価額（帳簿価額によって計算した

金額）」はいずれも ,.’」であるこ

とから、本件株式は、本件相続開始日

において、比準要素数1の会社の株式

に該当する。

審査請求人 __  

請求人

1- 」、 「1株当たりの純資産価

額（帳簿価額によって計算した金

額）」は ra.Jであることから、本

件株式は、本件相続開始日において、

比準要素数 1の会社の株式に該当しな

しヽ。

(2)争点2 （本件相続税の課税価格に加算する本件経済的利益に相当する金額はいくら

か。具体的には、本件株式は、本件債務免除の前後において、いずれも比準要素数

1の会社の株式に該当するか否か。）について

原処分庁 請 求 人

次のとおり、本件株式は、本件債務免 次のとおり、本件株式は、本件債務免

除の前後において、いずれも比準要素数 除の前後において、いずれも比準要素数

1の会社の株式に該当するから、本件経 1の会社の株式に該当しないから、本件

済的利益に相当する金額は、本件株式の 経済的利益に相当する金額は、本件株式

l株当たりの各価額の差額・・■・・に請
求人が保有していた本件株式90株を乗じ

ると＇~となる。

なお、比準要素数1の会社の株式に該

の1株当たりの各価額の差額・■■■・に
請求人が保有していた本件株式90株を乗

じると■■■■■＇となる。
なお、比準要素数1の会社の株式に該

当するか否かの判定基準については、上I当するか否かの判定基準については、上
記(1)の「原処分庁」欄のイのとおりで記(1)の「請求人」欄のイのとおりであ

＇ある。 1る。

ィ・本件評価会社の本件債務免除の前後 ィ 本件評価会社の本件債務免除の前後
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審査請求人 ■■■■• 

原処分庁

における評価通達183の(2)の「 1株当

たりの利益金額」を計算すると、いず

れも「■■■」となるところ、記載方
法等通達の定めにより評価明細書第4

表の各欄の金額は表示単位未満の端数

を切り捨てることとなり、評価明細書

第4表の「 1株 (50円）当たりの年利

益金額」の表示単位は「円」であるこ

とから、その端数を切り捨てるといず

れも「0円」となる。

そうすると、本件評価会社の本件債

務免除の前後における直前期末及び直

前々期末を基とした判定要素は、 「1

株当たりの配当金額」及び「 1株当た

りの利益金額」はいずれも「0円」で

あり、 「1株当たりの純資産価額（帳

簿価額によって計算した金額）」は

1111111 」又は「＇~ であることか

ら、本件株式は、本件債務免除の前後

債務免除の前の本件株式の 1株当たり

の価額け--となり、本件俵務

免除の後の本件株式の 1株当たりの価
I 
； 額iJ■■■■■lとなる。
I 

5 当審判所の判断

における評価通達183の(2)の「 1株当

たりの利益金額」は、いずれも "’・

■」．であり、少額であったとしても利
益金額が存在するから、 「0」ではな

vヽ。

そうすると、本件評価会社の本件債

務免除の前後における「 1株当たりの

配当金額」はいずれも「0円」、 「1

株当たりの利益金額」はいずれも

「一 」、本件債務免除の前におけ

る「 1株当たりの純資産価額（帳簿価

額によって計算した金額）」は「:■
■」であり、本件債務免除の後におけ
る「 1株当たりの純資産価額（帳簿価

額によって計算した金額）」は「■
・」であることから、本件株式は、本

件債務免除の前後において、いずれも

比準要素数 1の会社の株式に該当しな

しヽ。

請 求 人

において、いずれも比準要素数1の会

社の株式に該当する。

ロ したがって、請求人が保有していた 口 したがって、・請求人が保有していた

本件株式について、 Lの割合を0.25と 本件株式について、 Lの割合を0.50と

して併用方式により計算すると、本件 して併用方式により計算すると、本件

債務免除の前の本件株式の 1株当たり

の価額|ま--となり、本件債務

免除の後の本件株式の1株当たりの価

額は·~なる。
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審査請求人 ·~ 

(1)争点 1 （本件株式の 1株当たりの価額はいくらか。具体的には、本件株式は、本件

相続開始日において、比準要素数 1の会社の株式に該当するか否か。）について

イ 法令解釈等

（イ）相続税法第22条の時価について

相続税法第22条は、同法第 3章において特別の定めのあるものを除くほか、

相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時におけ

る時価により算定する旨を定めているところ、•ここにいう「時価」とは、当該

取得の時における当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。

そして、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の客観的な交換価値は、必

ずしも一義的に確定されるものではないところ、これを個別に評価する方法を

採ると、その評価方法、基礎資料の選択の仕方等によって異なる評価額が生じ

ることを避け難いことから納税者間の公平の確保が難しく、また、課税庁の事

務負担が重くなって迅速かつ適切な課税事務の処理が困難となるおそれがある。

この点、相続税法は、一定の例外を除いて財産の評価の方法について直接定め

ていないが、これは、上記のような納税者間の公平の確保、納税者及び課税庁

双方の便宜、経費の節減等の観点から、評価通達（これに従って定められた定

めを含み、以下・「評価通達等」という。）により全国一律の統一的な評価の方

法を定めることを予定じ、これによって財産の評価がされることを当然の前提

とする趣旨であると解するのが相当である。

相続税法の上記趣旨からすれば、評価対象の財産に適用される評価通達等に

定める評価方法が適正な「時価」を算定する方法として一般的な合理性を有す

るものであり、かつ、当該財産の相続税又は贈与税の課税価格がその評価方法

に従って決定された場合には、相続、造贈又は贈与により取得した財産の価額

は評価通達等に定める評価方法を画ー的に適用することによって、当該財産の

「時価」を超える評価額となり、適正な時価を求めることができない結果とな

るなど、評価通達等に定める評価方法によるべきではない特別な事情がない限

り、評価通達等に定める評価方法によって評価するのが相当であり、評価通達

等に定める評価方法に従い算定された評価額をもって時価を上回るものではな

いと事実上推認することができるというべきである。

(n)評価通達が定める比準要素数 1の会社の株式の評価方法について

-1 1 -



・ 審査請求人一

評価通達180が定める類似業種比準方式は、資産要素（帳簿価額による純資産

価額）に加えて、利益及び配当の各収益要素を事業内容が類似する業種目に属

するJ:場株式のそれらの平均値と比較の上、上場株式に比準して株式の価値を

評価する方式であり、わが国の証券業界で採用されている非上場会社の株式評

価の方法も基本的にはこれと共通する考え方であるところ、同項は、これら 3

つの要素を 1株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額（帳簿価額による

純資産価額）と定めている。そうすると、評価通達180に定める類似業種比準方

式は、適正な時価を算定する方法として一般的な合理性が認められるから、当

審判所においても相当と認められる。

•また、評価通達189は、評価会社の資産の保有状況、営業状況の状態等が一般

の評価会社とは異なると認められる評価会社の株式を、一般の評価会社の株式

と区分して評価方法を定めているところ、上場会社に比準する 3要素のうち半

分以上が 0である場合には、上記趣旨に基づく評価方法である類似業種比準方

式を適用する前提を欠いていると考えられる一方、業績は悪いものの事業を継

続している以上、その株式の評価に当たってある程度、利益及び配当の各収益

要素を考慮することにも一定の合理性があり、純資産価額方式による評価方法

だけでなく、当該各収益要素を考慮した評価方法（類似業種比準方式との併用）

を選択できるようにすべきとして、比準要素数 1の会社の株式の評価方法を定

めている。

そして、評価通達189-2は、比準要素数 1の会社の株式の評価について、類

似業種比準方式との併用により評価するに当たり、・評価通達179の(3)が小会社

の株価算定において 2分の 1・（Lの割合「0.50」)のウエイトとしていること

とのバランスからみて、これより Lの割合が低いウエイトによることが適当で

あるとして、 Lの割合を「0.25」として類似業種比準方式と純資産価額方式と

の併用による評価方法を選択できることとしたものである。

以上のとおり、評価通達が定める比準要素数 1の会社の株式の評価方法（評

価通達189の(1)、評価通達189-2)は、 ・適正な時価を算定する方法として一般

的な合理性が認められるから、当審判所においても相当と認められる。

（ハ）記載方法等通達について

記載方法等通達は、評価通達169から評価通達194までの定めに基づく株式及
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審査請求人 __  

び出資の評価のための様式及び記戟方法等について評価通達に従って定められ

たものであり、当該各様式は、当該評価に係る各評価通達に基づく各種の判定

や計算の方法をその内容とし、当該記載方法等は、当該各様式の具体的な記載

方法及び記載に当たっての取扱いや注意事項を定めている。そうすると、記載

方法等通達は、取引相場のない株式の評価に係る各評価通達の適正な運用を図

り、もって納税者間の公平の確保や納税者及び課税庁双方の便宜等に資するも

のといえ、適正な時価を算定する方法として一般的な合理性が認められるから、

当審判所においても相当と認められる。

ロ検討

（イ）上記4の(1)の「原処分庁」欄の口及び同「請求人」欄の口のとおり、本件相

続開始日における本件株式の 1株当たりの価額の計算において、評価通達183の

(1)の「 1株当たりの配当金額」は「 0円」、同項の(3)の「 1株当たりの純資

産価額（帳簿価額によって計算した金額）」は「一」であることに原処分庁

と請求人の間で争いはなく、当審判所においてもこれらの各金額は相当である

と認められるところ、同項の(2)の「 1株当たりの利益金額」について、原処分

庁は「 0 円」であると主張し、請求人は I■■|~」であると主張するので、以

下、この点について検討した上で、本件株式が、比準要素数 1の会社の株式に

該当するか否かを判断する。

(n) 上記イの（II）及び（ハ）のとおり、比準要素数 1の会社の株式の評価方法（評価

通達189の(1)、評価通達189-2)及び記載方法等通達は、適正な時価を算定す

る方法として一般的な合理性を有していると認められる。

そして、記載方法等通達は、評価明細書第4表の各欄の金額の単位を様式に

定め、第4表記載方法等の 1のなお書には、別紙の10のとおり、 「この表の各

欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載」する旨定めている

ところ、この場合において、 1株当たりの利益金額が極めて少額で 0に近い場

合は、 0である会社と同視して当該会社の株式を評価することに合理性が認め

られ、また、判定要素を 0とみなす場合の画ー的な基準として、 1株当たりの

利益金額については 1円未満であるか否かにより判定することも一般的な合理

性が認められるといえる。そうすると、この定めは、記載方法等通達が、評価

通達に従って定められたものであり評価通達とともに国税庁長官が公表してい
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審査請求人 --

ることからしても、・上記イの（イ）の全国一律の統一的な評価の方法を定めること

を予定しているとの相続税法の趣旨に沿うものといえる。

したがって、評価通達及び記載方法等通達に定める評価方法によるべきでは

ない特別な事情がない限り、評価明細書第4表の「 1株 (50.円）当たりの年利

益金額」の「比準要素数 1の会社・比準要素数0の会社の判定要素の金額」欄

の単位は「円」であることから、円未満の端数は切り捨てることとなる。

(,ヽ）本件においては、・評価通達及び記載方法等通達に定める評価方法によるべき

ではない特別な事情は、．原処分庁及び請求人双方とも主張しておらず、当審判

所の調査及び審理の結果によつても認められない。

そして、上記 1の(.4)のへの（イ）のなお書のとおり、評価明細書第4表の「 1

株・(50円）当たりの年利益金額」の「比準要素数 1の会社・比準要素数 0の会

社の判定要素の金額」欄の計算式（®／⑤）による金額は、 ■＇~ （小数点以下

第2位まで計算した金額）と算出されるところ、同欄（別表 2の付表の◎襴）

に表示された単位は「円」であることから、第4表記載方法等の 1のなお書の

定めに基づいて円未満の端数を切り捨てると、同欄の金額は零円となることが

認められる。

（二）そうすると、上記（イ）及び（ハ）のとおり、本件相続開始日における本件株式の

1株当たりの価額の計算において、評価通達183の(1)及び(2)に定める「 1株当

たりの配当金額」及び「1株当たりの利益金額」はいずれも零円であり、同項

の(3)に定める「1株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額） J 

はいずれも■■であることがそれぞれ認められる。また、直前々期末を基とし
て評価通達183の定めに準じてそれぞれの金額を計算した場合も上記と同額であ

ると認められるから、本件相続開始日における本件評価会社の比準要素数 1の

会社の判定要素に係る各金額は、別表 2の「判定要素」の「更正処分」欄の各

金額と同額となる。

（ホ）したがって、本件株式は、本件相続開始日において、比準要素数 1の会社の

株式に該当する。

ハ小括

上記口の（ホ）のとおり、本件株式は、本件相続開始日において比準要素数1の会

社の株式に該当すること、また、上記 1の(4)の二の（イ）のとおり、請求人は、本
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審査請求人 __  

件相続開始日における本件株式の 1株当たりの価額の計算に当たり、併用方式を

選択していることから、当該価額は、評価通達189-・ 2ただし書の定めに基づき、

Lの割合を0.25として併用方式により計算することとなる。

そうすると、本件相続開始日における本件株式の 1株当たりの価額は■■■-
となる。

— 請求人の主張について
請求人は、上記4の(1)の「請求人」欄のイのとおり、比準要素数 1の会社の株

式の価額は、評価通達189の(1)によるべきであり、記載方法等通達には、評価明

細書第4表の各欄の金額について、表示単位未満の端数を切り捨てて記載する旨

記栽しているが、記載方法等通達は、取引相場のない株式の価額を算定する際の

評価明細書の様式及びその記載方法等について定めたものであるから、記載方法

等通達で評価額を算定する際に各欄の金額を端数切捨てにしているからといって、

比準要素数 1の会社の株式か否かを判定する際にも端数を切り捨てて判定するこ

とにはならない 9し、また、評価通達183及び189の(1)には、少額な場合には「O」

とみなすような記載がないことからすれば、評価通達189の(1)に定める「いずれ

か 2が0」及び「いずれか2以上が 0] の「 O」は、文言どおりいずれも零円と

解すぺきである旨主張する。

しかしながら、上記イの（Iヽ ）のとおり、記載方法等通達は、取引相場のない株式

の評価に係る各評価通達の適正な運用を図り、もって納税者間の公平の確保や納 ・

税者及び課税庁双方の便宜等に資するものといえ、適正な時価を算定する方法と

して一般的な合理性を有していると認められるところ、評価明細書第4表の「 1

株（50円）当たりの年利益金額」の「比準要素数 1の会社・比準要素数0の会社

の判定要素の金額」欄に表示された単位は「円」であることから、第4表記載方

法等の 1のなお書の定めに基づき、円未満の端数を切り捨て、同欄の金額は零円

であると認められ、本件株式は比準要素数 1の会社の株式に該当することは、上

記口の（ホ）のとおりである。また、第 2表記載方法等の 2の（1）のとおり、比準要

素数 1の会社の判定要素の各欄は、評価明細香第4表の「 2. 比準要素等の金額

の計算」の各欄の金額を記載することとされているため、比準要素数 1の会社の

株式か否かを判定する際には円未満の端数を切り捨てないとの異なる判断をする

ことはできない。
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したがって、請求人の主張は理由がない。

(2)争点2 （本件相続税の課税価格に加算する本件経済的利益に相当する金額はいくら

か。具体的には、本件株式は、本件債務免除の前後において、いずれも比準要素数

1の会社の株式に該当するか否か。）について

イ検討

（イ）上記4の(2)の「原処分庁」欄のイ及び同「請求人」欄のイのとおり、本件債

務免除の前後における本件株式の 1株当たりの価額の計算において、評価通達

183の(1)の「 1株当たりの配当金額」はいずれも「0円」であること及び同項

の(3)の「 1株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）」は「■
■」又は「■■」であることに原処分庁と請求人の間で争いはなく、当審判所 ＾ 
．においてもこれらの各金額は相当であると認められるところ、・同項の(2)の「 1

株当たりの利益金額」について、原処分庁はいずれも「0円」であると主張し、

請求人はいずれも「-Jであると主張するので、以下、この点について検

討した上で、本件株式が、比準要素数 1の会社の株式に該当するか否・かを判断

する。

(n) 上記(1)の口の(n)のとおり、評価明細書第4表の「 1株 (50円）当たりの年

利益金額」の「比準要素数 1の会社・比準要素数0の会社の判定要素の金額」

欄の単位は「円」であることから、円未満の端数は切り捨てることとなる。

そして、上記1の(4)のへの(n)のなお書のとおり、本件債務免除の前後にお

ける各評価明細書第4表の「 1株 (50円）当たりの年利益金額」の「比準要素

数 1の会社・比準要素数0の会社の判定要素の金額」欄の計算式（R／⑤）によ

る各金額は、いずれも■■■ （小数点以下第 2位まで計算した金額）と算出さ
れるところ、同欄（別表3-1の付表及び別表 3-2の付表の各◎欄）に表示

された単位は「円」であることから、第4表記載方法等の 1のなお香の定めに

基づいて円未瀾の端数を切り捨てると、同欄の金額はいずれも零円となること

が認められる。

そうすると、本件債務免除の前後における本件株式の 1株当たりの価額の計

算において、評価通達183の(1)及び（2）に定める「 1株当たりの配当金額」及び

「1株当たりの利益金額」はいずれも零円であり、同項の（3）に定める「 1株当

たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）」は、本件債務免除の前
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審査請求人 '~ 
は■■、本件債務免除の後は■■であることがそれぞれ認められる。また、直
前々期末を基として評価通達183の定めに準じてそれぞれの金額を計算した場合

は、別表 3-1の付表及び別表3-2の付表の＠、＠及び＠の各欄の金額と同

額であると認められるから、本件債務免除の前後における本件評価会社の比準

要素数 1の会社の判定要素に係る各金額は、別表 3-1及び別表 3-2の各

「判定要素」の「更正処分」襴の各金額と同額となる。

(,ヽ）したがって、本件株式は、本件債務免除の前後において、いずれも比準要素

数1の会社の株式に該当する。

ロ小括

上記イの（ハ）のとおり、本件株式は、本件債務免除の前後において、いずれも比

準要素数 1の会社の株式に該当すること、また、上記 1の(4)の二の (P)のとおり、

請求人は、本件債務免除の前後における本件株式の 1株当たりの各価額の計算に

当たり、併用方式を選択していることから、当該各価額は、評価通達189-2ただ

し書の定めに基づき、 Lの割合を0.25として併用方式により計算することとなる。

そうすると、本件債務免除の前の本件株式の 1株当たりの価額は--‘本

件債務免除の後の本件株式の 1 株当たりの価額は■■■＇~となり、当該各価額の

差額__に本件債務免除の時に請求人が保有していた本件株式90株を乗じる

と、本件経済的利益に相当する金額は、．．．．．．となる。

(3)本件更正処分の適法性について

＇ 上記(1)の口の（木）及び(2)のイの(/¥）のとおり、本件株式は、本件相続開始日及び

本件借務免除の前後のいずれにおいても比準要素数 1の会社の株式に該当し、本件

相続開始日における本件株式の 1株当たりの価額並びに本件債務免除の前後におけ

る本件株式の 1株当たりの各価額及び本件経済的利益に相当する金額は、それぞれ、

上記（1）のハ及び(2)の口のとおりである。

これに基づき、当審判所において請求人の本件相続税の課税価格及び納付すべき

税額を計算すると、本件更正処分における課税価格及び納付すべき税額と同額であ

ると認められる。

また、本件更正処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提

出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

したがって、本件更正処分は適法である。
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(4)本件賦課決定処分の適法性について

上記（3）のとおり、本件更正処分は適法であり、また、本件更正処分により納付す

べき税額の計算の基礎となった事実が本件更正処分前の税額の計算の基礎とされて

いなかったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する

正当な理由があるとは認められない。

そして、当審判所においても、請求入の過少申告加算税の額は、本件賦課決定処

分における金額と同額であると認められる。

したがって、本件賦課決定処分は適法である。

6 結論

以上のとおり、請求人の審査請求のうち、令和4年 6月2913の修正申告の納付すべき

税 を下回る部分の取消しを求める部分は不適法なものであるから、こ

れを却下することとし、その他の部分は理由がないから、これを棄却することとし、主

文のとおり裁決する。．
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別表 1 審査請求に至る経緯等

課税伍格

本件株式の価額

本件経済的利益に相当す

る金額

納付すぺき税額

過少申告加算税

（注）1 「審査謂求J襴の各金額は、請求人が本審査開求において主張する金額等である。
2 「二次修正申告J、 「更正処分等」及び「審査請求」の各襴におけるm税価格のうち、 「本件株式の伍額」
の各欄の価額は別表 1の付表 1の「⑥総額」欄の各伍額であり、 「本件経済的利益に相当する金額Jの各欄の

金額は同付表 2の「⑨本件経済的利益に相当する金額」欄の各金額である。

項目

Lの割合

類似業種比携伍額

1株当たりの純資産価額

1株当たりの価額((3)X0+@X(l一⑦））

総顎 (@x(D)

（注） ②欄の各割合は、併用方式の算式中の「L」に代入する割合を示し、当該各割合のうち、 ro.so」は評価通達
179の(3)ただし書の割合を示し、 「0.25」は評伍通達189-2ただし書の割合を示す。

別表 10 
|---

衷 本件経済的利益に相当する金額の計算の内訳

項目

本件績務免除の時における＂求人が保有する本

件株式の株数

Lの割合

二次修正申告 I 口 分笞 II 審査請求 I 
-5＿
②
一
③
下

＿
R
＿
⑥
て

二

R
一
⑨

本 I類似業種比準価額
； 
務 |1株当たりの純賣産伍額
免

除 | l 株当たりの価額 (~x~+©x(l -(2))) 
前

本 1額似業種比軍価額

i 11株当たりの純資産緬額
: !1株当たりの価額 (Rx②十⑦x(1-0))

本件経済的利益に相当する金額((®—⑤)X①)

（注） ②概の各割合は、併用方式の算式中の「 L」に代入する割合を示し、当該各割合のうち、 「0.50」は評伍通違

179(l)(3)ただし書の割合を示し、 「0.25」は評価通達189-2ただし書の割合を示す。
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別表2 本件相続開始日における比準要素数 1の会社の判定等

判定要素

(1)直前期末を基とした判定要素 (2)直前々期末を基とした判定要素
判定

別表 2の 別表 2の 別表 2の 別表2の 別表 2の 別表 2の

付表の⑲ 付表の＠ 付表のR 付表の⑲ 付表の＠ 付表のR

の金額 の金額 の金額 の金額 の金額 の金額

円 銭 円 円 円 銭 円 円
該当更正処分

一 • 一一 一 • 一 一

審査諸求

一• 一 一 一 • 一 一

非該当

別表 2の付表 本件更正処分における比準要素等の金額の計算（評価明細書第4表一部抜

粋）
直前期末の 直前期末の 直前期末の のl樟額u当nた+1りaの]-賣9＊)彙)苓 1檎言； ； ，，の((D資甍+本行5傘楕DPI囀棒) の績を印P]1. 1株当たりの貴本金 資本金等の額 亮行済株式数 自己株式数

とした 式彙

専の顧等の計算 。 一 千円②—株 。一株(—Pl ⑤ ー 株

1 直前期末以前 2 (3)  年間の年平均配当金額 比＂真只；とl賢の仝皐―JのI;食• 比m賓賣戴0
2 緯

の金仕 紅i

．ヽ 0事貴年度 R 年配→會麟 〇贔＇》 左紐止の賞令的フ・曰なら ⑤楚dI鰻ざ：るr 年平均配当金額 ⑤ 叫■■IPl ■銭
円 配当會,1

る

比 た当 区精期 —臼—臼 ④―千円
I伍` （（O＋0)+2) ⑩ 

＠ 一円 ■・銭
し 千Pl る

‘’ ー 和 —臼 ＠■■・千円 1株 (50円）当たりの年配当金額
準 配年直前々期 IQ: lll!l+t:11+21 

（＠の金額）
含

ー 五
一千円

一 円 ・・紅
彙直餅、 闊 千円 0 -円 R 
妻
撼の 閉

I 直前閉末以前 2.(3) 年間の利益金額 比0伊の豊全1.iとiiの利1の序岨全凛Ufl'):J金じ口”費鎮•

素
昂

＄ 受敗配当 ⑮損 ば＇入し 呵忍引一利⑫益十彙⑬頓
g又は守◎一円50 曹婁年度 ＄ 法所人得税金の課 ＄ m経常的な の益童⑭左の所得霰麟た繰 欠損

円 囚益會麟不算入顕 金の控餘額—⑭ + R) 

尊
畠
.腑~ - rl'l lllllllr•PI •• 千111 ■■和 一門1-'f.PI Q0 又は但至0旦 ＠一円た
り
0) 

・ PI —rn 
一 m ...'f-Pl 

1株 (50円）当たりの年利益金瓢
の 年̀Il直艘々 nー 五 IIIIr・l'l 

(~IF, 又--は・-旦堡GI口っ“')； 直讀々 閉―m Ill印 ・ 円 .f'I  L 1！り金
. ....円

c 一 円の訂 ＂

I 
直前期末 （直前々期末） の純資産価額 比̂疇m饗̂齢'r●の日lの定e璽賽止の・金比準帽・事●

額 軍

゜ 一 円6事婁年度 ⑰資本金等の額 ⑱利益積立金額 ⑲純 ⑰賣十産⑮ “i額

゜
⑲ 

円 （）  

の う 堡 ＠ ． 一 円
たり直前期
ー サ 一千円 ① 一千円 ゜計 ヽ 1株(50円）当たりの純資産価額

鰻． （＠の金額）
襄

一 臼 ー五 一千円算 ●直館々飢 R 
一 円

． R 

（注）
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別表 3-1 本件債務免除前における比準要素数 1の会社の判定等

判定要素

(1)直前期末を基とした判定要素 (2)直前々期末を基とした判定要素
判定

別表3-1 別表 3-1 別表 3-1 別表3-1 別表3-1 別表 3-1
の付表の の付表の の付表の の付表の の付表の の付表の

＠の金額 ＠の金額 Rの金額 ＠の金額 ◎の金額 ＠の金額

円 銭 円 円 円 銭 円 円
該当更正処分

一 ■ 一 一 ■ 一 一

審査請求
一 ． 一 ―lー ． 一 一

非該当

別表 3-1の付表 本件更正処分における比準要素等の金額の計算（評価明細書第4表一

部抜粋）
哀前期末の 直前期末の 直前期末の l鼻当たりの量本象匂

1縁当た1 』ヽ ，，，，，，((D窪賣+本行&金膏OPI鳩零) ； ヽ： を50円1. ,株当たりの貴本金
1|0 資-本金等の額サ

発行済株式数 自己株式数 の懇I•1, : Ia}-0')) 
とした湯 式；

濤の額濤の計算 ② 株 ③ 探 R 円 R 樟

I 直前期末以前 2 (3)  年間の年平均配当金額 比田嬰梵 定1 gの鼻会IIII:)金•巳比1 寧賽置歌〇
2 株

の会社

. 50 事業年度 R 年配当金● U弄配9経左Ui常の.. 的う ら“ な ⑧配当差金弓1頓経（常⑤的―な⑦年) 年平均配当金額
⑤ 
R- Pl ■鯰

り 百

比 当た 直 ’i n ⑦—千Pl
這 ((c+R)+2) ⑲ 

⑥― 円 ■鱗千Pl 千円
西り 千円 ヽ

l1) 

＠ ■■千円 1株(50円）当たりの年配当金額
準 年配 直悼々期 千円 」千円 IO ((0+0)+2) （＠の金額）
当

0 一千円金直隋ヽ 期 千・Pl 千円 千円 R 円 ■銭
要 戴の 期

l 直前期末以前 2 (3) 年間の利益金額 比0のm会畳仕̀はの.f1}定の全妥賣仕の・会比＂口餐素量

素
株

事業年広霊う人得税::宮＄：：；3否::⑭左の所得税韻雲＼令、算；‘占唸fりぶ益f5g叫咤ュ＠一円60 

nヽ 不算入額 金の控餘戴一⑭十⑮）

等 当
直前期一tPIllltl'l Ill和 ■．l'l 1111でPl＠ @Iii> .l1.-は・-堡◎GIユ@-Pl た
，， —i 円

の

ー で円IIIIm ・・Pl畠
1株 (60円）当たりの年利益會顧

の 年利 直輌々期 ーm■・ l'I I Pl 
渇.l(9湿-字の會瓢）Pl 益 ―m 一 f・l'l ··~Pl g 金 績金 直の鵡前，，期期 ・ 円lll"fPI 千円 c 

I 
直前期末 （直前々期末） の純資蘊飯額 比n 準の聾令•鍼Ih11:n糾1 の官会●重止―の；比..饂・震董

額 練
魯 R-fII  品事窺年度 ⑰資本金等の額 ⑮利益積立金額 ⑲純（⑰資＋衰⑬）伍額

の り 誓＠ 一円： 
ーサ ー五 一千円り直舶期 ① 

計 の 1株(50円）当たりの純資産価額
饒

: （⑪の金額）

算 ti直精々期 一千円 一千円 R 一 千Pl
一円•i R 

（注）
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別表3-2 本件債務免除後における比準要素数 1の会社の判定等

判定要素

更正処分

(1)直前期末を基とした判定要素

別表3-2別表3-2別表 3-2
の付表の・ の付表の の付表の
Rの金額 ＠の金額 Rの金額

円銭 円 円・--
(2)直前々期末を基とした判定要素

別表3-2別表3-2別表3-2 
の付表の の付表の の付表の
＠の金額 ＠の金額 ⑲の金額

円銭 円 円—·--
判定

該当

審査請求 1- 1■I_ I_ I_ ―|- l 非該当

別表3-2の付表 本件更正処分における比準要素等の金額の計算（評価明細蓄第4表一

部抜粋）

1..,株当たりの資本金 賣直：＆芦 ；99ふ沿 琵芸g 品r：り ？＇:金wit出召笠9〗匁F゜Pl
等の編等の計算 。 一 臼 ②ー株 0- 椋 @ -Pl  1~-株
1 直前期末以前 2 (3) 年間の年平均配当金額 ””数 1の会仕・比疇●濃 0

渭事業年度⑤年配当金額 翠経ぢ滋； gm芦 年平均配当金額 ， の：社の判 I◎—円 l-•
比り・前期 ■■■五 ■■＇千円 叫■・ 千円 ■■■’■・・千円 ; R・・円 ・'銭

準1:.簡”' ••■l臼 ···千円 €~ ” 1株(50円比ぶ：：；了配当金額
当

蔓 : 1~-1111":-千.f'l l -千円 叫···f- Pl
1 直前期末以前 2 (3) 年間の利益金額， ぼ::

素I竺 ⑪注人税の謙⑫井経常的⑪受取配当 ⑮損金算入し⑯麓51 利益拿• @ 
笞事璽年度説所得金額な利益食額菜； ？ ；婉の所得螂； ？塁益 :1}忠+@@?Ii又は ilil 

疇 1農立創期一千p,l..1ql •円 ・五 l···秤ll~'fPl 魯 xは陸噌巴 ~-Pl
＄ 
叫直前9 一 千円 ・・1'1 - l'l ・,Pl - 千円 菖・・千円 1棒（60Pl)当たりの年利益“‘

益

心が“'~··千円··和］ ・ -ffl) ・・'秤 l¥・'・千l'I
直前期末（直前々期末）の純資産価額

度

”

”

年

々

前

業

輌
事

直

直

I
艮
{sOPln
当
た
り
の
純
賣
直
価
額

額

の

計

算

⑰資本金奪の額 1⑮利益積立金額
⑲純資産価額
（⑰＋⑱） ―m|- 五 |①
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1株（50円）当たりの純資蘊価額

（⑪の金額）

千Pl.
R ＿円

（注） 1 

2 Rのは、Rの金額に本件債務免除の額（80,000千円）を加算し、⑤の株式数で除した金額である。
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別紙 関係法令等の要旨

1 相続税法（令和 5年法律第 3号による改正前のもの。以下同じ。）第19条《相続開始

前3年以内に贈与があった場合の相続税額》第 1項は、相続又は遺贈により財産を取

得した者が当該相続の開始前 3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産

を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した

財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、相続税

法第15条《遺産に係る基礎控除》から同法第18条《相続税額の加算》までの規定を適

用して算出した金額をもって、その納付すべき相続税額とする旨規定している。

2 相続税法第22条《評価の原則》は、同法第3章《財産の評価》で特別の定めのあるも

のを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の

時における時価による旨規定している。

3 財産評価基本通達（昭和39年4月25日付直資56ほか。以下「評価通達」という。）

178《取引相場のない株式の評価上の区分》本文は、取引相場のない株式の価額は、評

価しようとするその株式の発行会社（以下「評価会社」という。）が大会社、中会社

又は小会社のいずれに該当するかに応じて、それぞれ評価通達179《取引相場のない株

式の評価の原則》 ．の定めによって評価する旨定め、評価通達178ただし書は、特定の評

価会社の株式の価額は、評価通達189の定めによって評価する旨定めている。

4・評価通達179は、評価通達178により区分された大会社、中会社及び小会社の株式の価

額は、それぞれ次の(1)ないし(3)による旨定めている（以下、次の(2)の算式による評

価方法を ．「併用方式」という。）。

(1)大会社の株式の価額は、類似業種比準価額によって評価する。

(2) 中会社の株式の価額は、次の算式により計算した金額によって評価する。

（算式）

類似業種 X L + 1株当たりの純資産価額
比準価額 （相続税評価額によって計算した金額）

X (1 -L) 

(3)小会社の株式の価額は、 1株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した

金額）によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、 Lを0.50として上記

(2)の算式により計算した金額によって評価することができる。

5 評価通達180《類似業種比準価額〉〉は、・評価通達179の類似業種比準価額は、類似業種

の株価並びに 1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額（帳簿価額によって

計算した金額）を基として、次の算式によって計算した金額とし、この場合において、
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評価会社の直前期末における資本金等の額（法人税法第 2条《定義》第16号に規定す

る資本金等の額をいう。以下同じ。） ．を直前期末における発行済株式数で除した金額

（以下「 1株当たりの資本金等の額」という。） ．50円以外の金額であるときは、そ

の計算した金額に、 1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した

金額とする旨定めている（以下、類似業種比準価額を求める計算方式を「類似業種比

準方式」という。）。

A X［舟＋ ［＋魯—]X 0. 7 
(1)上記算式中の「A」、 「R」、 「c」、 「◎」、 「B」、 「C」及び「D」は、そ

れぞれ次による。・

「A」＝類似業種の株価

「R」＝評価会社の 1株当たりの配当金額

「c」＝評価会社の 1株当たりの利益金額

「＠」＝評価会社の 1株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）

「B」＝課税時期（相続、遺贈又は贈与により財産を取得した日又は相続税法の規

定により相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなされた財産のその

取得の日をいう。以下同じ。）の属する年の類似業種の 1株当たりの配当

金額

「C」＝課税時期の属する年の類似業種の 1株当たりの年利益金額

「D」＝課税時期の属する年の類似業種の 1株当たりの純資産価額（帳簿価額に

ょつて計算した金額）

（注） 類似業種比準価額の計算に当たっては、R、c及び◎の金額は評価通達183

《評価会社の 1株当たりの配当金額等の計算》により 1株当たりの資本金等

の額を50円とした場合の金額として計算することに留意する。

(2)上記算式中の「0.7」は、評価通達178に定める中会社の株式を評価する場合には

ro.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。

6 評価通達183は、評価通達180の評価会社の「 1株当たりの配当金額」、 「1株当たり

の利益金額」及び「 1株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）．」は、

それぞれ次による旨定めている。

(1) 「1株当たりの配当金額」は、直前期末以前 2年間におけるその会社の剰余金の配
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当金額（特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続するこ

とが予想できない金額を除く。）の合計額の2分の 1に相当する金額を、直前期末

における発行済株式数 (1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合に

は、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。

(2)及び(3)において同じ。）で除して計算した金額とする。

• (2) 「1株当たりの利益金額」は、直前期末以前 1年間における法人税の課税所得金額

（固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。）に、その所得の

計算J:.益金に算入されなかった剰余金の配当（資本金等の額の減少によるものを除

く。）等の金額（所得税額に相当する金額を除く。）及び損金に算入された繰越欠

損金の控除額を加算した金額（その金額が負数のときは、 0とする。）を、直前期

末における発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、納税義務者の選択

により、直前期末以前 2年間の各事業年度について、それぞれ法人税の課税所得金

額を基とし上記に準じて計算した金額の合計額（その合計額が負数のときは、 0と

する。）の 2分の 1に相当する金額を直前期末における発行済株式数で除して計算

した金額とすることができる。

(3) 「1株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）」は、直前期末にお

ける資本金等の額及び法人税法第 2条第18号に規定する利益積立金額に相当する金

額（法人税申告書別表五(-)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細

書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額）の合計額を直前期末における発

行済株式数で除して計算した金額とする。

7 評価通達185《純資産価額》本文は、評価通達179の「 1株当たりの純資産価額（相続

税評価額によって計箕した金額）」は、課税時期における各資産を評価通達に定める

ところにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び

評価通達186-2 《評価差額に対する法人税額等に相当する金額》により計算した評価

差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株

式数で除して計算した金額とする旨定めている（以下、この 1株当たりの純資産価額

（相続税評価額によって計算した金額）を求める計算方式を「純資産価額方式」とい

う。）。

8 評価通達189柱者は、評価通達178の「特定の評価会社の株式」とは、評価会社の資産

の保有状況、営業の状態等に応じて定めた特定の評価会社の株式をいう旨定め、評価
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通達189の(1)は、評価通達183の(1)、(2)及び（3）に定める「 1株当たりの配当金額」、

「1株当たりの利益金額」及び「 1株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算し

た金額）」のそれぞれの金額のうち、いずれか2が0であり、かつ、直前々期末を基

準にして同項の定めに準じそれぞれの金額を計算した場合に：それぞれの金額のうち、

いずれか2以上が 0である評価会社（以下「比準要素数 1の会社」という。）の株式

の価額は、評価通達189.:_2《比準要素数 1の会社の株式の評価》の定めによる旨定め

ている。

9 評価通達189-2本文は、評価通達189の(1)の「比準要素数 1の会社の株式」の価額

は、．評価通達185本文の定めにより計算した 1株当たりの純資産価額（相続税評価額に

よって計算した金額）によって評価する旨定め、評価通達189-,-2ただし書は、納税義

務者の選択により、 Lを0.-25として、評価通達179の(2)の算式により計算した金額に

よって評価することができる旨定めている。

10 「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法

等について」 （平成 2年12月27日付直評23ほか。ただし、令和元年 9月18日付課評 2 .

-41ほかによる改正前のものをいい、以下「記載方法等通達」という。）は、評価通

達169《上場株式の評価》 ・から評価通達194《持分会社の出資の評価》までの定めに基

づく株式及び出資の評価のための様式及び記載方法等について、この記載方法等によ

り評価額の計算を行う旨定めている。

また、記載方法等通達の「取引相場のない株式（出資）の評価明細書の記載方法等」

は、取引相場のない株式（出資）の評価明細害は、相続、遺贈又は贈与により取得し

た取引相場のない株式等の価額を評価するために使用する旨定め、当該記載方法等の

「第 2表 ‘特定の評価会社の判定の明細書」 （以下、記載方法等通達に定める「第 2

表 特定の評価会社の判定の明細書」に係る記載方法等を「第 2表記載方法等」とい

う。）の2の(I）は、 「1.比準要素数 1の会社」．欄の「判定要素Jの「(1) 直前期末

を基とした判定要素」及び「(2) 直前々期末を基とした判定要素」の各欄は、当該各

欄が示している取引相場のない株式（出資）の評価明細書の「第4表 類似業種比準

価額等の計算明維書」 （以下「評価明細書第4表」という。）の「 2. 比準要素等の

金額の計算」の各欄の金額を記載する旨定めている。さらに、当該記載方法等の「第

4表 類似業種比準価額等の計算明細書」 （以下、記載方法等通達に定める「第4表

類似業種比準価額等の計算明細害」に係る記載方法等を「第 4表記載方法等」とい
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う。）の 1のなお香は、この表の各欄の金額は、各欄の表示単位末満の端数を切り捨

てて記載する旨定めている。
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